
 

意見書案第３号 
 

未就職新卒者の支援策実施を求める意見書 
 

 平成２１年度大学等卒業予定者の就職内定率は、今年２月１日時点で８０％となり、

前年同期比６．３ポイント減で過去最低となった。社会人として第一歩を踏み出すと

きに職業に就けないということは、日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい

問題であり、経済・社会の活力低下という点からみても大変憂慮すべき事態である。 
 こうした中、大企業を中心とした新卒優先採用の雇用慣行が卒業後の就職活動を困

難にするため、就職活動に有利な新卒の立場を続けるためにあえて留年する希望留年

者を生み出している。今春、就職未定の新卒者は大学・高校卒の合計で約１０万人と

も推計されているが、この推計には希望留年者は含まれていないため、未就職新卒者

は実質的にそれ以上に上るとみられる。 
 こうした若者の厳しい雇用情勢に対応するため、速やかに国を挙げて雇用確保のた

めの成長戦略をはじめ、経済政策、雇用支援策など全面的に手を打つべきである。 
よって、政府においては、特に、未就職新卒者の支援策を早急に実施するよう、以

下の項目を強く要望する。 
 

記 
 
１ 大企業を中心とした新卒優先採用という企業、大学の間における雇用慣行や就職

活動の早期化を見直し、卒業後３年程度は新卒扱いにするなどの新しいルールを策

定すること。 
２ 大企業志向を強める学生と人材不足の中小企業を結び付けるための情報提供を行

う政府版中小企業就活応援ナビを創設するなど、雇用のミスマッチを解消すること。 
３ 学生の就職活動の経済的負担を減らすため「就活応援基金」等を創設すること。 
 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
 
平成２２年（２０１０年）６月１０日 
 

札 幌 市 議 会 
 

（提出先）内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 
 
（提出者）民主党・市民連合、自由民主党、公明党、日本共産党 

及び市民ネットワーク北海道所属議員全員 


